
1.二重雇用契約の可否

二重の雇用契約について法律上禁止する規

定はありません｡ しかし､ 多くの企業が就業

規則において他社での二重就業を禁止してい

るのは､ 主に以下のような理由からであると

考えられます｡

①業務専念義務の履行

②長時間労働の抑制

③競業他社への情報漏えいの防止

④自社の信用や品位を損なう恐れ

ご質問の件は自社のパートタイマーとして

の雇用契約の締結ですので､ 二重就業ではあ

りませんが､ ①②については準用して慎重に

検討する必要があります｡

2.労働基準法との関係

労働基準法では ｢休憩時間を除き１週間に

ついて40時間を超えて､ 労働させてはならな

い｣ ｢１日について８時間を超えて､ 労働さ

せてはならない｣ (32条) と定めていますが､

36条において ｢第32条 〈中略〉 に関する規定

にかかわらず､ その協定で定めるところによ

つて労働時間を延長し､ 又は休日に労働させ

ることができる｣ としていることから､ 時間

外・休日労働に関する協定届､ いわゆる36協

定届を行政官庁に届け出ることで､ 使用者が

32条違反に問われないという免罰効果が生じ

る (この協定で定めた時間の範囲内で法定労

働時間を超えて労働させることができること

となります)｡

また､ 労働時間を延長し､ または休日に労

働させた場合には割増賃金を支払わなければ

ならず (37条)､ ｢事業場を異にする場合にお

いても､ 労働時間に関する規定の適用につい

ては通算する｣ (38条) ことから､ ご質問の

ように､ 同一事業場内で異なる二つの雇用契

約を締結した場合においても､ 労働時間は当

然通算して考えます｡

ご質問の場合には､ 36協定届を締結し､ 届

け出ることで､ 法定労働時間外 (就業時間外)

における雇用契約を締結することは可能です

が､ 割増賃金は二つの業務の労働時間を通算

して計算する必要があります｡

3.留意点

[１]業務内容が異なる二つの雇用契約

まず､ 同一事業場内で､ 二つの雇用契約を

締結することの合理性について検証する必要
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Q 自社の正社員を就業時間外にパートタイマーとして
契約し､就労させてもよいか
当社で募集しているパートタイマー業務について､ 当社の社員から､ 現在の就

業時間後で設定された募集枠に応募したいという申し出がありました｡ そこで質

問ですが､ すでに正社員 (１日８時間､ 週40時間勤務) として期間の定めのない

雇用契約を締結している者と､ パートタイム業務 (１日４時間) とはいえ､ 二重

に雇用契約を結ぶことは可能でしょうか｡ もし可能であるならば､ その際の留意

点についてご教示ください｡ (群馬県 Ｊ社)

A 二重に雇用契約を結ぶことは可能だが､過重労働による健
康障害対策､割増賃金の支払い､36協定の見直しなどに
留意するほか､正社員勤務への影響を考慮する必要がある
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があります｡ 例えば､ 正社員として昼間はデ

スクワークを行い､ 就業時間終了後､ 業務上

の必要により､ 工場などで臨時のパートタイ

マーとして仕事をする､ というように､ 業務

内容が正社員業務の延長ではなく､ まったく

性質の異なる､ 臨時的・短期的業務である場

合は二重契約をする合理的な理由があるとい

えるでしょう｡

一方､ 正社員業務とパートタイム業務が同

じ内容である場合は単に正社員として時間外

労働を命じればよく､ 契約を二つに分ける必

要性がないということになります｡

[２]割増賃金の精算方法

前述のとおり､ 割増賃金の精算においては

正社員としての労働開始時刻から起算し､ 法

定労働時間を超える労働について割増賃金の

支払いが必要です｡ ご質問の場合では正社員

としての労働時間は８時間であることから､

パートタイマーとしての労働時間のすべてが

割増賃金の対象となるため､ 本来のパートタ

イム勤務の基礎となる賃金に加えて時間外手

当を支払う必要があります｡

[３]長時間過重労働に関する問題･管理

使用者は労働契約に伴い､ 労働者が生命・

身体等の安全を確保して労働できるよう､ 必

要な配慮をすることが求められています (労

働契約法５条)｡

貴社の場合､ 正社員業務８時間とパートタ

イム業務４時間を通算した１日当たりの労働

時間が12時間となることから､ 長時間労働に

よる健康障害が起こらないよう使用者として

十分な配慮が必要となります｡

また､ 時間外・休日労働が１カ月当たり100

時間を超え､ かつ､ 疲労の蓄積がある労働者

から申し出があった場合は､ 医師による面接

指導を行わなければならず (労働安全衛生法

66条の８､ 労働安全衛生規則52条の２､ 52条

の３)､ １カ月当たり80時間を超える労働者

から申し出があった場合も､ 同様の措置を講

じるよう努めなければなりません (平23. 2.

16 基発0216第３号､ 労働安全衛生法66条の

９､ 労働安全衛生規則52条の８)｡

面接指導について､ 法律上は労働者からの

申し出を要件としていますが､ 一定の基準に

達した場合はその有無にかかわらず､ 面接指

導を実施するのがよいでしょう｡

[４]36協定届の見直し

前述のとおり､ 二重の雇用契約を締結する

ことにより､ 当該社員の時間外労働が増加す

ることは明らかであるため､ 36協定における

‶時間外労働・休日労働をさせる具体的事由"

や ‶延長することができる時間 (限度基準)"､

特別条項を設けている場合は ‶限度時間を超

えることができる回数" 等について見直す必

要があるかもしれません｡

[５]特定業務従事者の健康診断

パートタイマーとしての業務が深夜時間帯

(22時～翌朝５時) の労働である場合には､

定期健康診断に加え､ 当該業務への配置換え

の際および６カ月以内ごとに１回､ 健康診断

を実施する必要があります (労働安全衛生規

則45条)｡

[６]給与計算業務等の留意点

会社によっては職種や給与体系が異なる社

員について､ 給与処理上の個人設定を複数設

け､ 別々に給与を計算することがありますが､

年末調整の際にパートタイマーの賃金の算入

漏れがないよう気を付けてください｡

4.まとめ

以上のことより､ 業務内容がまったく異な

る職種について二重に雇用契約を締結するこ

と自体に法的な問題はないといえますが､ そ

もそも､ 正社員として持てる能力を最大限に発

揮し業務に専念してもらうことが第一であるこ

とに立ち返れば､ 二重の契約をすることで､ 当

該社員の長時間労働の問題､ 正社員業務のパ

フォーマンス低下の懸念は見過ごすことはでき

ません｡ また､ 労働時間の管理､ 割増賃金の

支払い､ 健康障害防止対策などを適正に行う

ためには､ 会社の管理体制も工夫する必要が

あります｡ したがって､ これらの問題を考慮し

て慎重に進めることが必要であると考えます｡
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